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各 国 立 大 学 法 人  

独立行政法人国立高等専門学校機構 

各 学 校 法 人  高等教育の修学支援新制度担当課 御中 

放 送 大 学 学 園 

大学を設置する各学校設置会社  

文部科学省 高等教育局 

学生・留学生課 高等教育修学支援室 

 

「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領（第３版）」について 

 

平素は高等教育行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 

この度、「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領（第３版）」を取りま

とめましたので、下記１のとおり送付いたします。 

本事務処理要領に沿って、適切に事務処理を行っていただくようお願いします。 

 また、下記２のとおり、留意事項についてお知らせしますので、よろしくお取り計らい

願います。 

 

記 

 

１．送付資料 

〇 本文+巻末資料（とけこみ・確定版）.pdf 

〇 本文+巻末資料（見え消し）.pdf 

〇 A様式（とけこみ）.xlsx 

〇 A様式（見え消し）.xlsx 

〇 主な変更点（令和 4年３月）.pdf 

※ 上記資料は、文部科学省ホームページに３月 31日掲載予定です。 

（掲載 URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418410_00005.htm 

 

２．その他留意事項 

 高等教育の修学支援新制度では、家庭内暴力により父母と別居している場合、独立

生計者として学生･生徒本人の所得・資産のみで判定し、家計基準を満たせば支援対象

となるところですが、この取り扱いについての証明書類として、父母からの暴力等を

理由として当該学生･生徒を保護したことを公的機関に証明していただくこととしてい

ます。その際の証明書について、様式を任意としているところですが、手続きがわか

り易くなるよう、参考様式例を定め、当該様式例を日本学生支援機構のホームページ

に掲載しておりますので、必要に応じて学生・生徒に御案内ください。 

（掲載 URL）https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/seikei_izisha.html 

 

 （本件問合せ先） 

文部科学省 高等教育局 

学生・留学生課 高等教育修学支援室 

電話：03-5253-4111（代表）（内線 3505、3410） 

e-mail: qafutankeigen@mext.go.jp 

※ お問合せは、メールにてお願いします。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418410_00005.htm
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/seikei_izisha.html

